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(57)【要約】
【課題】　１つの流入口に対して２つの流出口を選択的
に使用することができ、しかも、流出口からの水の吐出
形態を用途に応じて変更できる蛇口用連結具を提供する
。
【解決手段】　蛇口用連結具１０は、連結具本体２０の
上部に設けられて蛇口に連結する流入口１３と、流入口
１３から連結具本体２０に流入した水を連結具本体２０
の外へ流出させる２つの流出口１４，１５と、流入口１
３と２つの流出口１４，１５を結ぶ２つの流出経路のう
ち、いずれか１つの流出経路を選択的に連通させる流路
切換手段４０と、流出口１４に導かれた水を複数の形態
で下方へ吐出可能な吐出手段５０と、を有する。吐出手
段５０は、吐出される水の形態を切り換え可能な回転部
５１と、を有する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　連結具本体の上部に設けられて蛇口に連通する流入口と、
　前記流入口から前記連結具本体に流入した水を前記連結具本体の外へ流出させる２つの
流出口と、
　前記流入口と前記２つの流出口を結ぶ２つの流出経路のうち、いずれか１つの流出経路
を選択的に連通させる流路切換手段と、を有する蛇口用連結具において、
　前記２つの流出口のうち一方の流出口に導かれた水を複数の形態で下方へ吐出可能な吐
出手段と、
　前記吐出手段から吐出される水の形態を切り換え可能な吐出切換手段と、を有すること
を特徴とする蛇口用連結具。
【請求項２】
　前記２つの流出口のうち他方の流出口は、前記連結具本体の側部に設けられ、散水用の
ホースに連通するものであることを特徴とする請求項１に記載の蛇口用連結具。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、蛇口用連結具に関し、特に、蛇口に連通する流入口と、２つの流出口とを有
する蛇口用連結具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ホース等を蛇口に連結するための連結具が広く利用されている。蛇口用連結具と
して、蛇口に連通する１つの流入口に対して２つの流出口を設け、分岐した２つの流出経
路を切換手段（たとえば三方弁）で選択的に連通させる技術が知られている（たとえば、
特許文献１参照）。
【０００３】
　この種の蛇口用連結具を用いて、たとえば散水用のホースを蛇口に連結する場合、２つ
の流出口のうち、１つは散水用のホースに連結し、残る１つは単なる吐出口（水栓）とし
て構成する。そして、切換手段で２つの流出経路を切り換えることにより、散水を行うと
きはホースへ水を送り、手足や物を洗うときは吐出口から水を出す。すなわち、１つの蛇
口から、ホースによる散水と通常の洗浄水とを選択的に得ることができる。
【０００４】
　ところで、吐出口からの水は、洗浄の他、容器への注水など、用途は様々である。この
ため、吐出される水には、用途に応じた吐出形態が求められる。たとえば、洗う面が広い
場合などは、水は太い形態（シャワー状）が好ましい。また、口元の細い容器に水を注ぐ
場合などは、水は細い形態（直線状）が好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平７－２４４０８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の蛇口用連結具において、吐出口は一定の形態で構成される。この
ため、水の吐出形態は、直線状のみである。すなわち、従来の技術では、用途に応じて水
の吐出形態を変えることができない。
【０００７】
　本考案は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、１つの流入口に
対して２つの流出口を選択的に使用することができ、しかも、流出口からの水の吐出形態
を用途に応じて変更できる蛇口用連結具を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案は、連結具本体の上部に設けられて蛇口に連通する流入口と、前記流入口から前
記連結具本体に流入した水を前記連結具本体の外へ流出させる２つの流出口と、前記流入
口と前記２つの流出口を結ぶ２つの流出経路のうち、いずれか１つの流出経路を選択的に
連通させる流路切換手段と、を有する蛇口用連結具において、前記２つの流出口のうち一
方の流出口に導かれた水を複数の形態で下方へ吐出可能な吐出手段と、前記吐出手段から
吐出される水の形態を切り換え可能な吐出切換手段と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　上記考案では、前記２つの流出口のうち他方の流出口は、前記連結具本体の側部に設け
られ、散水用のホースに連通するものであることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１０】
　本考案の蛇口用連結具によれば、１つの流入口に対して２つの流出口を選択的に使用す
ることができ、しかも、一方の流出口では、用途に応じて、水の吐出形態を変更すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本考案の実施形態にかかる蛇口用連結具の斜視図である。
【図２】蛇口用連結具の断面図である。
【図３】蛇口用連結具の作用説明図であり、ホースに水を送る流路を示す図である。
【図４】蛇口用連結具の作用説明図であり、直線状に水を吐出する流路を示す図である。
【図５】蛇口用連結具の作用説明図であり、シャワー状に水を吐出する流路を示す図であ
る。
【図６】吐出される水の他の形態を示す図であり、（ａ）は拡散状の吐出水を示す図、（
ｂ）は霧状の吐出水を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して、本考案を実施するための形態（以下、実施形態）について
詳細に説明する。なお、実施形態の説明の全体を通して同じ要素には同じ番号を付してい
る。
【００１３】
　本考案にかかる実施形態の蛇口用連結具１０は、図１に示すように、給水用の蛇口１１
に、散水用のホース１２を連結するための継手であり、ホース１２が接続される連結具本
体２０と、蛇口１１に取り付けられる口金３０と、を主要素とする。
【００１４】
　また、図２に示すように、連結具１０は、連結具本体２０の上部に設けられて蛇口に連
結する流入口１３と、流入口１３から連結具本体２０に流入した水を外へ流出させる第１
流出口１４および第２流出口１５と、流入口１３と２つの流出口１４，１５を結ぶ２つの
流出経路のうち、いずれか１つの流出経路を選択的に連通させる流路切換手段４０と、を
有する。さらに、連結具１０は、第１流出口１４に導かれた水を下方へ吐出する吐出手段
５０を有する。
【００１５】
　以下、連結具１０の各部の構成を詳細に説明する。
　連結具本体２０は、略円錐台形であり、内部に切換室２１を有する。切換室２１の上壁
には、蛇口の軸線１１ａに沿って流入路２２が設けられる。流入路２２の上端は、流入口
１３を形成する。切換室２１の側壁には、切換室２１の下部から上に延びた後、蛇口の軸
線１１ａと直交する方向に延びる流出路２３が設けられる。流出路２３の下流端は、第２
流出口１５を形成する、流出路２３の周壁は、ニップル２４を構成し、Ｏリング２５を介
してホース１２（図１参照）と連結する。蛇口の軸線１１ａを挟んで第２流出口１５と反
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対の側壁には、蛇口の軸線１１ａと直交する方向に突出して開口する筒部２６が形成され
る。
【００１６】
　口金３０は、流入路２２の周壁に嵌合する基部３１と、基部３１の外周に固定される締
結部３２と、締結部３２と基部３１との間に設けられる弾性体３３とを有する。基部３１
は、流入路２２の周壁にＯリング３４およびＣリング３５を介して固定される。締結部３
２の上部には、複数（本例では３本）の締結用ビス３６が内向きに挿入される。使用者は
、締結用ビス３６をねじ込んで蛇口１１（図１参照）に押し付けることで、蛇口１１を締
結部３２に固定する。
【００１７】
　弾性体３３は、締結部３２と基部３１との間に挟まれる鍔部３３ａと、鍔部３３ａから
下方に形成される円筒部３３ｂとを有する。円筒部３３ｂの内径部は、大径部３３ｃと、
大径部３３ｃに段差３３ｄを介して連なる小径部３３ｅとからなる。蛇口１１（図１参照
）の下端は、大径部３３ｃおよび段差３３ｄによってシールされる。これにより、流入し
た水は、漏れることなく、小径部３３ｅを介して流入口１３に流入する。
【００１８】
　流路切換手段４０は、切換室２１の下部に挿入される弁座体４１と、弁座体４１の上を
移動する球体４２と、筒部の軸線２６ａに沿って移動する移動体４３と、移動体４３を移
動させる軸体４４と、筒部２６に回転可能に嵌入されて軸体４４の基端と結合する操作体
４５と、を有する。
【００１９】
　弁座体４１は、蛇口の軸線１１ａと平行に延びる第１中間流路４６および第２中間流路
４７を有する。第１中間流路４６の上端開口は、球体４２によって開閉される第１弁座４
６ａを形成する。第１中間流路４６の下端は、第１流出口１４を形成する。第２中間流路
４７の上端開口は、球体４２によって開閉される第２弁座４７ａを形成する。第２中間流
路４７は、Ｌ字状に形成されており、下部が側方に曲がり流出路２３に連通する。
【００２０】
　移動体４３は、略円筒形であり、球体４２の上部を保持する凹部４３ａを有する。凹部
４３ａには、球体４２を弁座体４１に押し付ける圧縮コイルばね４３ｂが設けられる。ま
た、移動体４３には、軸体４４の先端部４４ａと嵌合する内周部４３ｃを有する。内周部
４３ｃと先端部４４ａは、ねじ嵌合しており、先端部４４ａが回転すると、ねじ運動によ
り、移動体４３が筒部の軸線２６ａに沿って移動する。
【００２１】
　操作体４５は、Ｏリング４８を介して回転可能に筒部２６と嵌合する円板状の嵌合部４
５ａと、嵌合部４５ａの外面に設けられる摘み部４５ｂとを有する。摘み部４５ｂは、所
定の幅で嵌合部４５ａの直径方向に沿って形成されており、使用者によって回転操作され
る。
【００２２】
　吐出手段５０は、連結具本体２０の下部を塞ぐように設けられる回転部（吐出切換手段
）５１と、回転部５１の下に重なる円板状の吐出部５２とを有する。回転部５１は、連結
具本体２０の下端開口にＯリング５３を介して嵌合する。回転部５１の上面は、弁座体４
１の下面に重なる。また、回転部５１は、ストレート吐出用流路５４と、シャワー吐出用
流路５５とを有する。ストレート吐出用流路５４は、回転部５１の上面から斜め下方に向
けて延び、回転部５１の下面中央にて開口する。シャワー吐出用流路５５は、回転部５１
の上部から側方に延びた後、回転部５１の下面の外周寄りにて開口する。回転部５１の下
部には、シャワー吐出用流路５５と連通する環状流路５６が形成される。
【００２３】
　ストレート吐出用流路５４の上端開口５４ａは、回転部の軸線５１ａに対して偏心した
位置に設けられる。シャワー吐出用流路５５の上端開口５５ａは、ストレート吐出用流路
の上端開口５４ａと異なる位置において、回転部の軸線５１ａに対して偏心した位置に設
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けられる。また、第１流出口１４も、回転部の軸線５１ａに対して偏心した位置に設けら
れる。そして、軸線５１ａに対する、上端開口５４ａ、上端開口５５ａおよび第１流出口
１４の偏心距離は、略同じ寸法に設定される。これにより、回転部５１を回転操作するこ
とで、第１流出口１４に対し、ストレート吐出用流路５４またはシャワー吐出用流路５５
のいずれか一方を連通させることができる。すなわち、回転部５１は、吐出される水の形
態を切り換える吐出切換手段を兼ねる。
【００２４】
　吐出部５２は、円形の散水板であって、回転部の軸線５１ａ上に設けられる中央孔５７
と、中央孔５７を囲うように形成される多数の小孔５８とを有する。中央孔５７は、スト
レート吐出用流路５４の下端開口と連通する。多数の小孔５８は、環状流路５６と連通す
る。
【００２５】
　以上の構成を有する連結具１０の作用を図３～図５に基づいて説明する。
　使用者がホースで散水を行う場合、蛇口からの水は、図３に示すように、流入口１３か
ら流入路２２に入り（矢印（１））、切換室２１を抜け（矢印（２））、第２中間流路４
７に入る（矢印（３））。このとき、球体４２は、第１弁座４６ａに当接しており、第１
中間流路４６は遮断されている。第２中間流路４７に入った水は、流出路２３および第２
流出口１５を抜け（矢印（４））、ホース１２（図１参照）に送られる。
【００２６】
　次に、使用者が洗浄や注水等のため、連結具１０の下から水を出したいときは、図４に
示すように、摘み部４５ｂを回転操作して（矢印（５））、移動体４３を第２流出口１５
側に移動させる。これにより、球体４２が第１弁座４６ａから第２弁座４７ａに移動し、
第１中間流路４６が連通する。すると、切換室２１の水は、第１中間流路４６に入り（矢
印（６））、さらに第１流出口１４を抜けてストレート吐出用流路５４に入る（矢印（７
））。そして、水は、中央孔５７を通って吐出される（矢印（８））。このとき吐出され
る水の形態は、細い直線状である。
【００２７】
　一方、シャワー状の水を出したい場合は、図５に示すように、回転部５１を回して（矢
印（９））、シャワー吐出用流路５５を第１流出口１４に合わせる。すると、第１中間流
路４６の水は、第１流出口１４を抜けてシャワー吐出用流路５５に入る（矢印（１０））
。シャワー吐出用流路５５に入った水は、環状流路５６を流れて多数の小孔５８から吐出
される（矢印（１１））。このとき吐出される水の形態は、太いシャワー状である。
【００２８】
　なお、吐出手段５０からの吐出水の形態は、直線状（ストレート状）、シャワー状に限
られるものではない。たとえば、図６（ａ）に示すように、水を拡散させるように吐出す
る拡散状（図中、符号Ｗ１で示す水の形態）や、図６（ｂ）に示すように、水を細かくし
て広げるように吐出する霧状（図中、符号Ｗ２で示す水の形態）などでもよい。このよう
に、吐出水の形態の種類は、任意に設定可能である。
【００２９】
　以上、説明した本考案にかかる実施形態の蛇口用連結具１０によれば、摘み部４５ｂを
回転操作することで、１つの流入口１３に対して２つの流出口１４，１５を選択的に使用
することができる。しかも、回転部５１を回転操作することで、用途に応じて、水の吐出
形態を変更することができる。
【００３０】
　また、吐出手段５０を構成する回転部５１を、水の吐出形態を切り換える吐出切換手段
として兼用したので、部品点数の削減を図ることができる。
【００３１】
　以上、実施形態を用いて本考案を説明したが、本考案の技術的範囲は上記実施形態に記
載の範囲には限定されないことは言うまでもない。上記実施形態に、多様な変更または改
良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。またその様な変更または改良
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から明らかである。
【００３２】
　たとえば、実施形態では、球体と２つ弁座を有する流路切換手段を用いたが、流路切換
手段は、格別に限定されるものではなく、いわゆる三方弁のように三方向の流路を選択的
に切り換えることができれば、構成は任意である。また、吐出手段および吐出切換手段に
ついても、実施形態の構成に限定されるものではなく、水の形態を切り換えることができ
れば、構成は任意である。
【符号の説明】
【００３３】
１０　蛇口用連結具
１１　蛇口
１２　ホース
１３　流入口
１４　第１流出口（一方の流出口）
１５　第２流出口（他方の流出口）
２０　連結具本体
４０　流路切換手段
５０　吐出手段
５１　回転部（吐出切換手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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